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指定棚田地域振興活動計画 

 

 

作成主体の名称：三条市棚田地域振興協議会 

 

１ 指定棚田地域振興活動を通じて保全を図る棚田等に関する事項（棚田等の名称及び

範囲） 

  【旧森町村地域（以下「森町地域」という）】 

北五百川棚田 ＊範囲については別添１のとおり 

 

２ 指定棚田地域振興活動の目標 

 (1) 棚田等の保全 

  ア 耕作放棄の防止・削減 

    北五百川棚田の農地（農地面積 36.2ha、棚田面積 22.6ha）の耕作放棄率を０%

とし現状を維持する。 

  イ 生産性・付加価値の向上 

    北五百川棚田の栽培管理において、ドローン及び自動草刈り機を各１台導入し、

効率化・省力化を図る。 

    森町地域において、有機米や特別栽培米等の付加価値の高い米を生産し、自ら

販売する組織を立ち上げる。 

 

 (2) 棚田等の保全を通じた多面にわたる機能の維持・発揮 

  ア 棚田を活用した都市等との交流活動 

    北五百川棚田を活用した田植えや稲刈り等の体験事業を年間２回以上開催し、

年間 60人以上の来訪者を誘致し、関係人口の拡大を図る。 

 

 (3) 棚田を核とした棚田地域の振興 

  ア 棚田地域の自然を活かしたスポーツイベントによる地域振興 

    森町地域において、スカイラインニングやマラソン大会、カヌー大会などのス

ポーツイベントを年間３回以上開催し、年間約 640 人の来訪者を 700 人以上とす

る。 

  イ 棚田地域の自然を活かした交流人口の拡大による地域振興 

    森町地域において、フライフィッシングやラフティング、キャンプ、登山など

のアウトドアアクティビティの環境整備を進め、関係施設の利用者等が年間約

5,800 人を 6,300 人以上とする。 

 

３ 計画期間 

  認定の月～令和７年３月 
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４ 各年度において行う指定棚田地域振興活動の内容及び実施主体に関する事項 

 (1) 指定棚田地域振興活動の内容 

   以下の指定棚田地域振興活動について、別添２の工程表に基づき実施することと

する。 

  ア 棚田等の保全 

   (ｱ) 耕作放棄の防止・削減 

    ・人・農地プランの実質化、農地中間管理事業の推進による担い手への農地集

積及び耕作放棄の防止 

    ・棚田オーナー制度の活用等による耕作の維持 

   (ｲ) 生産性・付加価値の向上 

    ・ドローンによる農薬散布、ラジコン草刈機による除草等のスマート農業の推

進による農作業の効率化、省力化 

    ・有機農業等の自然と調和した農業の推進による付加価値の高い米の生産 

  イ 棚田等の保全を通じた多面にわたる機能の維持・発揮 

   (ｱ) 棚田を活用した都市等との交流活動 

    ・首都圏の小学校の体験活動の誘致による稲刈り体験等の実施 

    ・地域おこし協力の活動と連携した体験事業の実施 

  ウ 棚田を核とした棚田地域の振興 

   (ｱ) 棚田地域の自然を活かしたスポーツイベントによる地域振興 

    ・MT.AWAスカイレース（スカイラインニング）、しただ新緑ロードレース（マ

ラソン大会）、カヌーワイルドウォータージャパンカップ（カヌー大会）等

のスポーツイベントの開催、誘致 

   (ｲ) 棚田地域の自然を活かした交流人口の拡大による地域振興 

    ・吉ヶ平フィッシングパークでのフライフィッシング、五十嵐川でのラフティ

ング、八木ヶ鼻オートキャンプ場でのキャンプ、粟ヶ岳や守門岳等への登山

などのアウトドアクティビティの充実を図るための環境整備 

 

 (2) 指定棚田地域振興活動の実施主体 

   上記 (1) に掲げる指定棚田地域振興活動の実施主体は、主に下記５の指定棚田地

域振興協議会に参加する団体及び各種事業の実施に伴って連携する専門的なノウハ

ウを有する団体とする。 

 

５ 指定棚田地域振興協議会に参加する者の名称 

  別紙のとおり 

  

６ その他指定棚田地域振興活動に関し必要な事項 

 




